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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引戸の振止装置に用いられるリフターケースであって、
　前記リフターケースから出没する方向に摺動するリフター、および、前記リフターを前
記リフターケースに没する方向に付勢する付勢部材を収容するリフター収容空間と、
　自然状態における前記リフターの位置を前記リフターケースから出る方向に移動させる
スペーサーを挿入して前記リフター収容空間に配置するためのスペーサー差込開口とを有
する
　リフターケース。
【請求項２】
　リフター収容空間を有するリフターケースと、
　前記リフターケースから出没する方向に前記リフター収容空間内を摺動するリフターと
、
　前記リフターを前記リフターケースに没する方向に付勢する付勢部材と、
　前記リフター収容空間に挿入することによって自然状態における前記リフターの位置を
前記リフターケースから出る方向に移動させるスペーサーとを備える
　引戸の振止装置。
【請求項３】
　前記リフターケースは前記リフター収容空間を臨むスペーサー差込開口を有しており、
　前記スペーサーの先端にはテーパー面が形成されており、



(2) JP 6591380 B2 2019.10.16

10

20

30

40

50

　前記スペーサーは前記リフターケースの外側から前記スペーサー差込開口に挿入される
ことを特徴とする請求項２に記載の振止装置。
【請求項４】
　前記リフターケースは前記スペーサー差込開口に対向する位置に角部を有しており、
　前記スペーサーを前記リフター収容空間に配置した状態で前記スペーサーの先端部が前
記角部に係合することを特徴とする請求項３に記載の振止装置。
【請求項５】
　請求項２から４のいずれか１項に記載の振止装置と、
　前記リフターが係合するリフター受けとを備える引戸。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引戸を構成する戸板が所定の位置にある場合に、この戸板が不所望に振れる
のを防止する振止装置、およびそれを備える引戸に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従前より、特許文献１に記載されているような振止装置が知られている。特許文献１の
振止装置では、ばねによって上方に付勢されている昇降ピン（リフター）が備えられてい
る。リフターに取り付けられた磁石が床面に取り付けられた規制部材に誘引されることに
より、ばねの付勢力に抗してリフターが下方に移動する。リフターの下端部が規制部材の
規制穴に嵌まることにより、当該位置における戸板の振れを防止することができる。
【０００３】
　また、特許文献１の振止装置には、昇降規制装置が設けられており、この昇降規制装置
を用いることにより、自然状態におけるリフターの上下位置を調整できるようになってい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－２５４９６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の振止装置では、昇降規制装置がリフターの上下位置を「ね
じ」で調整するようになっていることから、リフターの位置の調整が完了しても、その後
何ヶ月も引戸を使用していると、徐々に「ねじ」が緩んでくるなどしてリフターの位置が
最適な位置からずれてしまい、再度調整する必要が生じるおそれがあった。
【０００６】
　本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みて開発されたものである。それゆえに本
発明の主たる課題は、リフターの位置を一度設定すれば将来に亘って再度設定する必要の
ない振止装置、およびそれを用いた引戸を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一局面によれば、
　引戸の振止装置に用いられるリフターケースであって、
　前記リフターケースから出没する方向に摺動するリフター、および、前記リフターを前
記リフターケースに没する方向に付勢する付勢部材を収容するリフター収容空間と、
　自然状態における前記リフターの位置を前記リフターケースから出る方向に移動させる
スペーサーを挿入して前記リフター収容空間に配置するためのスペーサー差込開口とを有
する
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　リフターケースが提供される。
　また、本発明の他の局面によれば、
　リフター収容空間を有するリフターケースと、
　前記リフターケースから出没する方向に前記リフター収容空間内を摺動するリフターと
、
　前記リフターを前記リフターケースに没する方向に付勢する付勢部材と、
　前記リフター収容空間に挿入することによって自然状態における前記リフターの位置を
前記リフターケースから出る方向に移動させるスペーサーとを備える
　引戸の振止装置が提供される。
 
【０００９】
　好適には、前記リフターケースは前記リフター収容空間を臨むスペーサー差込開口を有
しており、
　前記スペーサーの先端にはテーパー面が形成されており、
　前記スペーサーは前記リフターケースの外側から前記スペーサー差込開口に挿入される
。
【００１０】
　好適には、前記リフターケースは前記スペーサー差込開口に対向する位置に角部を有し
ており、
　前記スペーサーを前記リフター収容空間に配置した状態で前記スペーサーの先端部が前
記角部に係合する。
【００１１】
　本発明のさらに別の局面によれば、
　上記の振止装置と、
　前記リフターが係合するリフター受けとを備える引戸が提供される。
【００１２】
　なお、本明細書全体を通じて、「引戸」とは、戸板に取り付けられたランナーや移動ガ
イドを有しており、戸板が開口の幅方向に少しでも移動可能なもの全てを含む概念であり
、例えば、吊戸や折戸が含まれる。
【００１３】
　また、本明細書を通じて、「自然状態」とは、リフターに対して付勢部材からの付勢力
以外の外力が作用していない状態をいう。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、スペーサーをリフター収容空間に配置することによって自然状態にお
けるリフターの位置をリフターケースから出る方向に移動させることができるので、「ね
じ」などを用いてリフターの位置を調整する場合に比べて、リフターの位置を一度設定す
れば将来に亘って再度設定する必要のない振止装置、およびそれを用いた引戸を提供する
ことができた。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明が適用された振止装置１００を含む引戸１０を示す図である。
【図２】本発明が適用された振止装置１００の断面図である。
【図３】振止装置１００を構成する第１ケース部材１１２の斜視図である。
【図４】振止装置１００を構成する第１ケース部材１１２の正面図である。
【図５】図４におけるＡ－Ａ矢視断面図である。
【図６】振止装置１００を構成する第２ケース部材１１４の斜視図である。
【図７】振止装置１００を構成する第２ケース部材１１４の正面図である。
【図８】図７におけるＢ－Ｂ矢視断面図である。
【図９】振止装置１００を構成するリフター１０４の斜視図である。
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【図１０】振止装置１００を構成するリフター１０４の正面図である。
【図１１】図１０におけるＣ－Ｃ矢視断面図である。
【図１２】振止装置１００を構成するスペーサー１０８の斜視図である。
【図１３】振止装置１００を構成するスペーサー１０８の背面図である。
【図１４】図１３におけるＤ－Ｄ矢視断面図である。
【図１５】リフター受け２００を示す平面図である。
【図１６】リフター受け２００を示す正面図である。
【図１７】リフター受け２００の断面図である。
【図１８】リフター１０４が下方に移動してリフター受け２００に当接した状態における
断面図である。
【図１９】スペーサー１０８をセットしている途中段階の状態を示す断面図である。
【図２０】スペーサー１０８のセットが完了した状態を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明が適用された、振止装置１００およびこれを用いた引戸（吊戸）１０につ
いて図面を用いて説明する。本実施形態にかかる引戸１０は、図１に示すように、少なく
とも戸板１２と、レール１４と、ランナー１６と、振止装置１００と、リフター受け２０
０とで構成されている。
【００１７】
　レール１４は、引戸１０を取り付ける開口部の天面に取り付けられており、戸板１２の
天面に取り付けられたランナー１６が走行するランナー走行面１８を有している。なお、
レール１４を構成する材料は、必要は強度を担保できるものであれば、金属、樹脂、木材
等どのような材料でも使用することができる。
【００１８】
　振止装置１００は、上吊りの戸板１２が所定の位置にあるとき（通常は、開口部を閉じ
る位置にあるとき）に、リフター受け２００と協働して、戸板１２自体が不所望に振れて
しまうのを防止するための装置である。本実施例では、振止装置１００は、戸板１２の木
口面の下端部から当該戸板１２の内部に収容されている。
【００１９】
　本実施例の振止装置１００は、図２に示すように、大略、リフターケース１０２と、リ
フター１０４と、付勢部材１０６と、スペーサー１０８とを備えている。
【００２０】
　リフターケース１０２は、リフター１０４を上下動自在に（リフター１０４がリフター
ケース１０２から出没する方向に）収容するためのものであり、第１ケース部材１１２と
、第２ケース部材１１４とを互いに組み合わせることによって構成されている。
【００２１】
　第１ケース部材１１２について、図３から図５を用いて説明する。図３は、第１ケース
部材１１２の斜視図である。また、図４は、第２ケース部材１１４の正面図である。さら
に、図５は、図４におけるＡ－Ａ線断面図である。また、以下の説明で「Ｘ方向」「Ｙ方
向」および「Ｚ方向」とあるのは、図３の右上に描かれた各方向に対応している。また、
図３において「正面」と示す面を第１ケース部材１１２の正面という。
【００２２】
　第１ケース部材１１２は、Ｚ方向に延びる第１壁部１１６と、この第１壁部１１６にお
けるＸ方向の両端部からＹ方向に延びる第２壁部１１８および第３壁部１２０と、第１壁
部１１６におけるＺ方向の上端部からＹ方向に延びる天壁部１２２とを有している。この
ように、第１壁部１１６、第２壁部１１８、第３壁部１２０、および天壁部１２２で囲ま
れるようにして、リフター１０４を収容するリフター収容空間１１０が形成されている。
なお、第１壁部１１６は、第２壁部１１８および第３壁部１２０に比べて、Ｚ方向の下側
に突出するような長さに設定されている。
【００２３】
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　第１ケース部材１１２には、第１壁部１１６のＸ方向における略中央部から、第２壁部
１１８および第３壁部１２０と同方向に延びる舌部１２４が形成されている。この舌部１
２４は、第２壁部１１８および第３壁部１２０のＺ方向下端部と同じ位置に形成されてい
る。また、舌部１２４と第２壁部１１８との間、および、舌部１２４と第３壁部１２０と
の間には、それぞれ間隙１２６が設けられており、リフター１０４を構成する摺動部左右
壁１６７（後述）がこれら間隙１２６に嵌まるようになっている。
【００２４】
　また、第１壁部１１６におけるＸ方向中央部には、Ｙ方向に延びる中央壁１２８が形成
されている（図４および図５を参照）。この中央壁１２８は、リフターケース１０２にス
ペーサー１０８を取り付ける際、スペーサー１０８の先端部に係合することによって当該
スペーサー１０８の位置決めをするとともに、スペーサー１０８が不所望にガタつくのを
防止するためのものである。また、この中央壁１２８には切欠き１２９が形成されており
、中央壁１２８とスペーサー１０８とが互いに確実に係合できるようになっている。さら
に、この切欠き１２９と中央壁１２８との間には角部１３１が形成されている。
【００２５】
　天壁部１２２には、第１ケース部材１１２を第２ケース部材１１４と組み合わせる際に
互いに嵌合する係合雄部１３０が形成されている。本実施例における係合雄部１３０は、
Ｙ方向に延びる略半円柱状の係合本体部１３２と、この係合本体部１３２におけるＸ方向
両側部からそれぞれ外向きに突出するように形成された一対の畝状部１３４と、係合本体
部１３２におけるＹ方向（リフター収容空間１１０の開口側）の端部から突設された係合
突部１３６とを有している。
【００２６】
　次に、リフターケース１０２を構成する第２ケース部材１１４について図６から図８を
用いて説明する。図６は、第２ケース部材１１４の斜視図である。また、図７は、第２ケ
ース部材１１４の正面図である。さらに、図８は、図７におけるＢ－Ｂ線断面図である。
また、以下の説明で「Ｘ方向」「Ｙ方向」および「Ｚ方向」とあるのは、図６の右上に描
かれた各方向に対応している。また、図６において「正面」と示す面を第２ケース部材１
１４の正面という。
【００２７】
　第２ケース部材１１４は、大略、第２ケース本体部１３８と、係合雌部１４０とを有し
ている。第２ケース本体部１３８は、背面側に開口する第１凹所１４２および第２凹所１
４４を有している（図８を参照）。第１凹所１４２および第２凹所１４４はＺ方向に並ぶ
ようにして配置されている。また、第２ケース部材１１４の正面側には段１４８が形成さ
れており、当該正面側の下端部は背面側に凹んだ状態になっている。
【００２８】
　また、第２ケース本体部１３８の正面には、スペーサー差込開口１４６が形成されてい
る。このスペーサー差込開口１４６は、第１凹所１４２と外部とを互いに連通するように
なっており、スペーサー差込開口１４６に対して第１凹所１４２側からスペーサー１０８
を差し込むようになっている。
【００２９】
　さらに、第２ケース本体部１３８には、スペーサー差込開口１４６の中心に向けて突出
する開口突出部１４７が形成されている。この開口突出部１４７には、スペーサー１０８
に形成されたスペーサー溝１７８（後述）が嵌まるようになっており、スペーサー１０８
の位置決めやガイドをするとともに、スペーサー１０８が不所望にガタつくのを防止する
ことができるようになっている。
【００３０】
　係合雌部１４０は、第１ケース部材１１２の係合雄部１３０と互いに係合する略半円柱
状の部分である。係合雌部１４０には、係合雄部１３０の係合本体部１３２が嵌まる係合
溝部１５０と、係合溝部１５０のＹ方向両端部に形成された、畝状部１３４が嵌まる小溝
部１５２と、係合溝部１５０の奥に形成された、係合突部１３６が嵌まる係合凹部１５４
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とを有している。
【００３１】
　次に、リフター１０４について図９から図１１を用いて説明する。図９は、リフター１
０４の斜視図である。また、図１０は、リフター１０４の正面図である。さらに、図１１
は、図１０におけるＣ－Ｃ線断面図である。また、以下の説明で「Ｘ方向」「Ｙ方向」お
よび「Ｚ方向」とあるのは、図９の右上に描かれた各方向に対応している。また、図９に
おいて「正面」と示す面をリフター１０４の正面という。
【００３２】
　リフター１０４は、上述したリフターケース１０２から出没する方向にリフター収容空
間１１０内を摺動するものであり、大略、リフター本体部１５６と、摺動部１５８とを有
しており、さらに、磁石１６０を含んでいる。
【００３３】
　リフター本体部１５６は、水平方向に長い略直方体状の部分であり、磁石１６０が嵌挿
される磁石嵌挿孔１６２がＹ方向に形成されている。また、リフター本体部１５６の底面
からは、Ｚ方向下向きに、リフター受け２００に係合する略円柱状の係合部１６４が突設
されている。
【００３４】
　摺動部１５８は、リフター本体部１５６の上面からＺ方向上向きに突設された略直方体
状の部分であり、付勢部材１０６が収容される縦長の付勢部材収容孔１６６がＹ方向に形
成されている。換言すれば、摺動部１５８は、一対の摺動部左右壁１６７と、摺動部天井
壁１６９とで構成されており、これら壁に囲まれた空間が付勢部材収容孔１６６となって
いる。また、付勢部材収容孔１６６の天面（摺動部天井壁１６９の下面）には、付勢部材
１０６の位置ずれを防止する付勢部材保持部１６８が下方に向けて突設されている。
【００３５】
　付勢部材１０６は、後述するように、リフター１０４における付勢部材収容孔１６６内
に配置され、リフター１０４を常に上方向（リフターケース１０２に没する方向）に付勢
する部材である。本実施例では、付勢部材１０６としてバネが使用されているが、上述の
ようにリフター１０４を常に上方向に付勢できるものであれば、バネに代えて、ゴムなど
のエラストマーを使用してもよい。
【００３６】
　次に、スペーサー１０８について図１２から図１４を用いて説明する。図１２は、スペ
ーサー１０８の斜視図である。図１３は、スペーサー１０８の底面図である。また、図１
４は、図１３におけるＤ－Ｄ線断面図である。
【００３７】
　スペーサー１０８は、リフター収容空間１１０に配置することによって自然状態におけ
るリフター１０４の位置をリフターケース１０２から出る方向に移動させるものであり、
大略、スペーサー本体部１７０と、挿入部１７２とを有している。スペーサー本体部１７
０は、略直方体状の部分であり、その底面に開口するスペーサー凹部１７４が形成されて
いる。
【００３８】
　挿入部１７２は、スペーサー本体部１７０における一方端面（図１３中の左側端面）か
ら（図１３における左方向に）延びる部分であり、第２ケース部材１１４におけるスペー
サー差込開口１４６に挿入されるとともに、その先端部が、スペーサー差込開口１４６に
対向する位置にある、第１ケース部材１１２における中央壁１２８、切欠き１２９、角部
１３１と係合するようになっている。挿入部１７２の先端部（図中左側端部）には、リフ
ター１０４を移動させて、スペーサー１０８をスペーサー差込開口１４６等に挿入し易く
するためのテーパー面１７６が形成されている。また、スペーサー１０８の底面には、第
２ケース部材１１４の開口突出部１４７や、第１ケース部材１１２の切欠き１２９や角部
１３１が嵌まるスペーサー溝１７８が形成されている。
【００３９】
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　リフター受け２００について図１５から図１７を用いて説明する。図１５は、リフター
受け２００の平面図である。図１６は、リフター受け２００の正面図である。また、図１
７は、図１５におけるＥ－Ｅ線断面図である。
【００４０】
　リフター受け２００は、磁石受けカバー２０２と磁石受けプレート２０４とを備えてい
る。磁石受けカバー２０２は略板状の樹脂製部材であり、その表面にはリフター１０４の
係合部１６４が係合するリフター係合溝２０６が凹設されている。また、磁石受けカバー
２０２の底面には、磁石受けプレート２０４が嵌め込まれるプレート嵌込穴２０８が形成
されている。
【００４１】
　磁石受けプレート２０４は、リフター１０４に取り付けられた磁石１６０と引きつけら
れる磁性体で形成された板材であり、上述のように、磁石受けカバー２０２に形成された
プレート嵌込穴２０８に嵌め込まれている。
【００４２】
　次に、本実施例に係る振止装置１００の組立手順について説明する。最初に、第１ケー
ス部材１１２のリフター収容空間１１０に、リフター１０４の摺動部１５８を嵌め込む。
その際、第１ケース部材１１２の舌部１２４がリフター１０４における摺動部１５８の付
勢部材収容孔１６６に挿通するように、換言すれば、第１ケース部材１１２の間隙１２６
にリフター１０４の摺動部左右壁１６７を嵌めるようにしておく。
【００４３】
　然る後、付勢部材収容孔１６６に付勢部材１０６を収容する。その際、付勢部材１０６
の下端が舌部１２４の上面に当接し、付勢部材１０６の上端が付勢部材収容孔１６６の天
面に当接するように配置する。また、付勢部材収容孔１６６の天面に設けられた付勢部材
保持部１６８が付勢部材１０６の上端部に嵌まるようにする。これにより、リフター１０
４がリフター収容空間１１０内で付勢部材１０６によって常に上方（リフター１０４がリ
フターケース１０２に没する方向）に付勢され、自然状態において、リフター１０４の摺
動部１５８の天面が、リフター収容空間１１０の天面に当接した状態になる。
【００４４】
　さらに、第１ケース部材１１２の係合雄部１３０を第２ケース部材１１４の係合雌部１
４０に嵌め込むようにして、第１ケース部材１１２と第２ケース部材１１４とを組みあわ
せる。以上で、振止装置１００が完成する。
【００４５】
　次に、完成した振止装置１００の使用手順について説明する。振止装置１００を戸板１
２の木口に設けておいた凹所に挿入固定する。このとき、第２ケース部材１１４における
第１凹所１４２および第２凹所１４４の開口が奥側に位置するようにして振止装置１００
を挿入することにより、当該開口が外部から見えなくなって見た目が良い。
【００４６】
　また、例えば戸板１２が引戸１０の開口部を閉じた状態のときに振止装置１００におけ
るリフター１０４の直下となる床面に、リフター受け２００を取り付ける。
【００４７】
　これにより、戸板１２に取り付けられた振止装置１００がリフター受け２００の直上付
近にない状態では、図２に示すように、リフター１０４は、付勢部材１０６の付勢力によ
って摺動部１５８の天面がリフター収容空間１１０の天面に当接するようになっている。
このようにリフター１０４がリフターケース１０２内に収容されていることにより、戸板
１２の移動をリフター１０４が阻害させるようなことがない。
【００４８】
　そして、戸板１２を引戸１０の開口部を閉じる位置まで移動させていったとき、つまり
、振止装置１００がリフター受け２００の直上付近に来たとき、リフター１０４に取り付
けられた磁石１６０がリフター受け２００における磁石受けプレート２０４に誘引され、
付勢部材１０６の付勢力に抗してリフター１０４が図中下方に移動し、図１８に示すよう
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に、リフター１０４におけるリフター本体部１５６の下面から突出する係合部１６４がリ
フター受け２００のリフター係合溝２０６に係合した状態になる。このように、リフター
１０４の係合部１６４がリフター係合溝２０６に係合した状態となることにより、戸板１
２が不所望に振れるのを防止することができる。
【００４９】
　ところで、戸板１２の形状や開口部の形状など様々な事情によって振止装置１００とリ
フター受け２００との距離が長くなってしまう場合がある。このように振止装置１００と
リフター受け２００との距離が長くなると、磁石１６０と磁石受けプレート２０４との間
の誘引力が弱くなり、振止装置１００がリフター受け２００の直上付近にある場合であっ
ても、付勢部材１０６による付勢力の方が強いことから、上述のようにリフター１０４が
下方に移動できない場合が考えられる。
【００５０】
　このような場合、本実施例の振止装置１００であれば、図１９に示すように、スペーサ
ー１０８を用いて自然状態におけるリフター１０４の位置を予め下げておくことができる
。具体的には、スペーサー１０８をそのテーパー面１７６側から、第２ケース部材１１４
の第１凹所１４２を通してスペーサー差込開口１４６に挿入していく。すると、スペーサ
ー差込開口１４６の天端と、リフター収容空間１１０の天面とがほぼ同じ高さに設定され
ていることから、スペーサー１０８はリフター収容空間１１０における最も奥まった位置
に入り込み、スペーサー１０８における挿入部１７２の先端がリフター収容空間１１０の
天面とリフター１０４における摺動部１５８の天面との間に入り込む。スペーサー１０８
をさらに挿入していくと、付勢部材１０６の付勢力に抗して、リフター１０４がスペーサ
ー１０８のテーパー面１７６に沿って図中下方に押し下げられていく。
【００５１】
　さらにスペーサー１０８を挿入していくと、スペーサー１０８の高さ（厚さ）分だけリ
フター１０４が図中下方に押し下げられ、図２０に示すように、スペーサー１０８の先端
部にあるスペーサー溝１７８が中央壁１２８と切欠き１２９との間の角部１３１に係合す
る。この状態でスペーサー１０８のセットが完了する。なお、スペーサー１０８のスペー
サー本体部１７０は挿入部１７２よりも幅広に形成されており、スペーサー本体部１７０
は挿入部１７２とほぼ同じ大きさ・形状に形成されているスペーサー差込開口１４６に入
ることができなくなっていることから、図示するように、スペーサー本体部１７０が第１
凹所１４２の底壁に当接したところでスペーサー１０８の挿入が完了する。
【００５２】
　このようにスペーサー１０８をセットすることにより、自然状態における振止装置１０
０とリフター受け２００との距離を近づけることができるので、戸板１２の形状や開口部
の形状など様々な事情に合わせて、振止装置１００とリフター受け２００との距離を適切
に調整することができる。
【００５３】
（変形例）
（１）
　上述した実施例では、振止装置１００を戸板１２の下端部に設置するとともに、リフタ
ー受け２００を床面に設置しており、リフター１０４はリフターケース１０２から下方に
突出するようになっているが、これに代えて、例えば、振止装置１００を戸板１２の上端
部に設置するとともに、リフター受け２００を開口部の天面に設置し、リフター１０４が
リフターケース１０２から上方に突出するようにしてもよい。
【００５４】
（２）
　また、上述した実施例では、振止装置１００を戸板１２の木口に挿設するようになって
いるが、振止装置１００の戸板１２への設置方法はこれに限定されるものではなく、戸板
１２の表面に振止装置１００を嵌め込む穴を設け、当該穴に振止装置１００を嵌め込むこ
とも考えられる。
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（３）
　さらに、上述した実施例では、スペーサー１０８をリフター１０４における摺動部１５
８の天面とリフター収容空間１１０の天面との間、つまり、リフター収容空間１１０にお
ける最も奥まった位置に挿設するようになっているが、スペーサー１０８は、当該スペー
サー１０８を配置することによって自然状態におけるリフター１０４の位置をリフターケ
ース１０２から出る方向に移動せることができるものであればどのような位置に配置して
もよい。例えば、上述した実施例であれば、リフター１０４におけるリフター本体部１５
６の天面と当該天面に対向するリフター収容空間１１０の内面との間にスペーサー１０８
を配置することが考えられる。
【００５６】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示さ
れ、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図さ
れる。
【符号の説明】
【００５７】
　１０…引戸、１２…戸板、１４…レール、１６…ランナー、１８…ランナー走行面
　１００…振止装置、１０２…リフターケース、１０４…リフター、１０６…付勢部材、
１０８…スペーサー、１１０…リフター収容空間、１１２…第１ケース部材、１１４…第
２ケース部材、１１６…第１壁部、１１８…第２壁部、１２０…第３壁部、１２２…天壁
部、１２４…舌部、１２６…間隙、１２８…中央壁、１２９…切欠き、１３０…係合雄部
、１３１…角部、１３２…係合本体部、１３４…畝状部、１３６…係合突部、１３８…第
２ケース本体部、１４０…係合雌部、１４２…第１凹所、１４４…第２凹所、１４６…ス
ペーサー差込開口、１４７…開口突出部、１４８…段、１５０…係合溝部、１５２…小溝
部、１５４…係合凹部、１５６…リフター本体部、１５８…摺動部、１６０…磁石、１６
２…磁石嵌挿孔、１６４…係合部、１６６…付勢部材収容孔、１６７…摺動部左右壁、１
６８…付勢部材保持部、１６９…摺動部天井壁、１７０…スペーサー本体部、１７２…挿
入部、１７４…スペーサー凹部、１７６…テーパー面、１７８…スペーサー溝
　２００…リフター受け、２０２…磁石受けカバー、２０４…磁石受けプレート、２０６
…リフター係合溝、２０８…プレート嵌込穴
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